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議  事  日  程 

 

日程第 １ 議長の選挙 

日程第 ２ 議席の指定 

日程第 ３ 会議録署名議員の指名 

日程第 ４ 会期の決定 

追加日程 副議長の選挙 

追加日程 議会運営委員の選任について 

日程第 ５ 承第 １ 号 専決処分事件の承認を求めることについて 

日程第 ６ 議第 ６ 号 置賜広域行政事務組合監査委員の選任について 

日程第 ７ 議第 ７ 号 組合有財産（高規格救急自動車）の取得について 

日程第 ８ 議第 ８ 号 置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

日程第 ９ 議第 ９ 号 令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第

１号） 

日程第１０ 議第１０号 令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算

（第１号） 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  午後６時４４分 開会 

 

○髙橋弘副議長 本日の会議に欠席通告の議員は、ございません。 

よって、ただいまの出席議員は２４名であります。 

去る５月２７日招集告示されました、令和元年５月置賜広域行政事務組合議会臨時会

は、ここに成立いたしました。 

ただいまから、令和元年５月置賜広域行政事務組合議会臨時会を開会いたします。 

それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

このたび、構成市町議会において、選出議員の交代選任がありましたので、この際、

議事の進行上、仮議席を指定いたします。 

このたび、交代選任された方の仮議席は、ただいま着席の議席といたします。 

本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第１ 議長の選挙 

 

○髙橋弘副議長 日程第１、議長の選挙を行います。 

選挙の方法については、いかがいたしましょうか。 

お諮りいたします。  

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘副議長 １番、鳥海隆太議員。 
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○１番（鳥海隆太議員） 選挙の方法につきましては、投票の煩を省き、地方自治法第   

１１８条第２項の規定により、指名推選により行われますよう、動議を提出いたします。 

お諮りいただきたいと思います。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

〇髙橋弘副議長 ただいま、１番、鳥海隆太議員から、選挙の方法については、指名推選

によられたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしま

した。 

よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。 

お諮りいたします。 

本動議のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘副議長 御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選とすることに決定いたしました。 

直ちに指名推選を求めます。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘副議長 １番、鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 議長に、髙橋弘議員を指名推選いたします。 

〇髙橋弘副議長 お諮りいたします。 

ただいま、指名推選のありました、私、髙橋弘を議長の当選人とするに御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇髙橋弘副議長 御異議なしと認めます。 

よって私、髙橋弘が議長に当選いたしました。  

当選した議員に本席から、会議規則第３２条第２項の規定により、議長当選の告知を

いたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  議長挨拶 

 

〇髙橋弘議長 議長就任の挨拶を申し上げます。 

ただいま、指名推選により議長に就任いたしました髙橋弘であります。 

議員各位の協力を得て、議長の職を務めたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第２ 議席の指定 

 

○髙橋弘議長 日程第２、議席の指定を行います。 

構成市町議会における、選出議員の交代選任による議席の指定であります。 
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会議規則第４条第２項の規定により指定いたします。 

１番 鳥 海 隆 太 議員 

２番 小久保 広 信 議員 

３番 成 澤 和 音 議員 

４番 平   進 介 議員 

５番 渡 部 正 之 議員 

６番 赤 間  広 議員 

１３番 加 藤 俊 一 議員 

１４番 髙 橋 輝 行 議員 

１５番 寒河江   司 議員 

１６番 今 野 正 明 議員 

１７番 菅 原 隆 男 議員 

１８番 遠 藤 幸 一 議員 

２２番 髙 野 健 人 議員 

２３番 小 林   嘉 議員 

２４番 遠 藤 和 彦 議員 

 

  以上であります。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第３ 会議録署名議員の指名 

 

○髙橋弘議長 日程第３、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第８８

条の規定により指名いたします。 

８番 梅 川 信 治 議員 

１３番 加 藤 俊 一 議員 

１８番 遠 藤 幸 一 議員 

  以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第４ 会期の決定 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第４、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本臨時会の会期を、本日１日間と定めたいと存じますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は本日１日間と決定いたしました。 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  追加日程 副議長の選挙 

 

○髙橋弘議長 先ほどの、私の議長就任により、副議長が欠員となりました。 

お諮りいたします。 

この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、これに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、この際、副議長の選挙を日程に追加することに決定しました。 

これより副議長の選挙を行います。 

選挙の方法については、いかがいたしますか。 

お諮りいたします。 

〔「議長」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 １番、鳥海隆太議員。 

○１番（鳥海隆太議員） 選挙の方法につきましては、投票の煩を省き、地方自治法第   

１１８条第２項の規定により、議長からの指名推選により行われますよう、動議を提出

いたします。 

お諮りいただきたいと思います。 

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 

〇髙橋弘議長 ただいま、１番、鳥海隆太議員から、選挙の方法については、議長からの

指名推選によられたいとの動議が提出され、所定の賛成者がありますので、動議は成立

いたしました。 

よって、本動議を直ちに議題とし、採決いたします。 

お諮りいたします。 

本動議のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、私からの指名推選とすることに決定いたしました。 

直ちに指名いたします。副議長に、髙野健人議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま指名いたしました、髙野健人議員を当選人とするに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、髙野健人議員を当選人とすることといたします。  

髙野健人議員が議場におられますので、本席から会議規則第３２条第２項の規定によ

り副議長当選の告知をいたします。 

ただいま副議長に当選されました髙野健人議員の御挨拶をお願いします。 

２２番、髙野健人議員、御登壇願います。 

〔２２番 髙野健人議員 登壇〕 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  副議長挨拶 

 

〇２２番（髙野健人議員） ただいま、副議長に選任されました小国町議会の髙野健人で

ございます。議長を補佐し、置広議会の発展に努めたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

〔２２番 髙野健人議員 自席に移動〕 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  追加日程 議会運営委員の選任について 

 

○髙橋弘議長 ただいま、髙野健人議員の副議長就任により、議会運営委員に欠員が生じ

ました。 

お諮りいたします。 

この際、議会運営委員の選任についてを日程に追加し、議会運営委員の選任を行いた

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。  

よって、この際、議会運営委員の選任についてを日程に追加することに決定しました。 

これより議会運営委員の選任を行います。 

委員会条例第７条第１項の規定により、本職から指名いたします。 

２３番 小 林   嘉 議員 

以上のとおり指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました議員を議会運営委員に選任することに決定しまし

た。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第５ 承第１号 専決処分事件の承認を求めることについて 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第５、承第１号専決処分事件の承認を求めることについてを議

題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました、承第１号専決処分事件の承認を求めること

について説明いたします。 
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処分第１号平成３０年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第４号）でありま

すが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４７万５千円を追加し、補正後の予算

総額を４８億３，８９３万２千円としたものであります。 
歳出でありますが、電算共同処理事業費において、業務の確定に伴う精算により、委

託料を５万５千円増額するとともに、千代田クリーンセンター費の電力売払収入及び電

気料の確定に伴い、光熱水費を２３０万９千円減額する一方、余熱利用施設等整備基金

積立金を９７２万９千円増額したものであります。 
これらに伴う財源でありますが、分担金及び負担金、千代田クリーンセンターの電力

売払収入などを増額したものであります。 
当該補正予算は、緊急を要したため、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分したもので、同条第３項の規定によりその承認を求めるため提案するものでありま

す。 
よろしく御承認賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い

たします。 

お諮りいたします。 

承第１号を承認することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、承第１号は承認することに決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第６ 議第６号 置賜広域行政事務組合監査委員の選任について 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第６、議第６号置賜広域行政事務組合監査委員の選任について

を議題といたします。 

この場合、地方自治法第１１７条の規定により、成澤和音議員の退席を求めます。 

〔３番  成澤和音議員  退席〕 

○髙橋弘議長 議第６号について、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました、議第６号置賜広域行政事務組合監査委員の

選任について説明いたします。 

本案は、本組合議会議員から選任されていた監査委員鳥海隆太氏が、平成３１年４月

３０日で本組合議会議員の任期が満了したことから、その後任の監査委員として成澤 

和音氏を選任したく、地方自治法第１９６条第１項の規定により提案するものでありま

す。 

何とぞ御同意賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 
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○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより採決いたします。 

お諮りいたします。 

議第６号に同意することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第６号は同意することに決まりました。 

成澤和音議員は着席を願います。 

〔３番  成澤和音議員  着席〕 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第７ 議第７号 組合有財産（高規格救急自動車）の取得について 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第７、議第７号組合有財産（高規格救急自動車）の取得につい

てを議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました議第７号組合有財産（高規格救急自動車）の

取得について説明いたします。 

本案は、消防１０か年整備計画に基づき、消防機能の強化を図るため、高規格救急自

動車１台を取得することから、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により提案する

ものであります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い

たします。 

お諮りいたします。 

議第７号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第７号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第８ 議第８号 置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 
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○髙橋弘議長 次に、日程第８、議第８号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正

についてを議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました議第８号置賜広域行政事務組合火災予防条例

の一部改正について説明いたします。 

本案は、工業標準化法の一部改正並びに住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例

の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、所要の改正を行うため提案するも

のであります。 

よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い

たします。 

お諮りいたします。 

議第８号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第８号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

日程第９ 議第９号 令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議第１０号 令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算 

（第１号） 

 

○髙橋弘議長 次に、日程第９、議第９号令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正

予算（第１号）及び日程第１０、議第１０号令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別

会計補正予算（第１号）の２件は、議事の都合により一括議題といたします。 

この際、理事長から提案理由の説明を求めます。中川理事長。 

〔中川勝理事長 登壇〕 

○中川勝理事長 ただいま上程になりました議第９号及び議第１０号について、一括して

説明いたします。 
はじめに、議第９号令和元年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第１号）で

ありますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，４２３万７千円を追加し、補

正後の予算総額を３４億４，９０１万９千円とし、また、養護老人ホーム南陽やすらぎ

荘指定管理業務について、令和元年度から令和６年度まで債務負担行為を設定し、限度

額を９億４，５００万円とするとともに、地方債の借入限度額について、１，５６０万
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円を減額し、５，６６０万円とするものであります。 
歳出でありますが、民生費では、養護老人ホーム南陽やすらぎ荘整備事業に伴う建設

設計業務委託料などの増額、衛生費では、過疎債を原資とした分担金及び負担金の計上

による財源組替、公債費では、 終処分場整備事業における地方債過充当に係る繰上償

還経費を増額するものであります。 
これらに伴う財源でありますが、分担金及び負担金、基金繰入金を増額する一方、組

合債を減額するものであります。 
次に、議第１０号令和元年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第１号）

でありますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５９６万２千円を減額し、補

正後の予算総額を２３億２，５４３万５千円とするとともに、地方債の借入限度額につ

いて、１，２１０万円を減額し、３，８６０万円とするものであります。 
歳出でありますが、消防費では、消防施設整備事業費において、契約差額を減額する

とともに、過疎債を原資とした分担金及び負担金の計上による財源組替を行うものであ

ります。 
これらに伴う財源でありますが、分担金及び負担金を増額する一方、消防債を減額す

るものであります。 
以上、２案件につきまして、よろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上

げ提案理由の説明といたします。 
○髙橋弘議長 ただいまの説明に対し、御質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 質疑がございませんので、質疑を終結いたします。 

これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結し、採決い

たします。 

お諮りいたします。 

議第９号及び議第１０号を原案のとおり決するに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○髙橋弘議長 御異議なしと認めます。 

よって、議第９号及び議第１０号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

閉  会 

 

○髙橋弘議長 以上をもちまして、本臨時会に付議されました案件は、全て議了いたしま

した。 

これをもちまして、令和元年５月置賜広域行政事務組合議会臨時会を閉会いたします。 

御苦労様でした。 

 

午後７時１０分 閉会



- 11 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議    長 髙   橋       弘 

  

 

 

 

署 名 議 員 梅   川   信   治 

 

 

 

 

署 名 議 員 加   藤   俊   一 

  

 

 

 

署 名 議 員 遠   藤   幸   一 

  

 




	空白ページ

